
化学物質の輸出承認について 

 

輸出注意事項１８第３号（Ｈ18.3.15） 

最終改正：輸出注意事項2025第3号（R7.2.10公布、R7.2.18施行） 

 

 

 輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）別表第２の３５の３の項の中欄に掲げる化学物質の輸出承認に

ついては、「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項

６２第１１号）によるほか、平成１８年４月１日から下記により行います。 

 なお、「化学物質の輸出承認について」（平成９年７月１日付け平成０９・０６・２４貿局第３号・輸出注意

事項９第３７号）及び「（お知らせ）化学物質の輸出承認申請前の手続きについて」（平成９年７月１日付け）

は廃止します。 

 

記 

 

１ 適用地域 

適用地域は、全地域とする。 

 

２ 適用品目 

（１）適用品目は、輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項の中欄に掲げる貨物（別紙第１）とする。 

（２）適用除外品目は別紙第２とする。 

 

３ 輸出承認の申請 

（１）輸出承認申請書の提出先 

輸出承認の申請をしようとする者は、経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課に輸出承認申

請書２通を提出するものとする。 

（２）輸出承認申請の際の添付書類 

① 申請理由書（別紙様式） １通 

② 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類の写し １通 

③ 輸出貨物に関する成分表 １通 

④ ＩＳＯ１１０１４に基づいて作成した化学品の安全データシート（ＳＤＳ） １通 

⑤ その他必要があると認められる書類 

（３）申請における留意点 

別紙第１に定める３５の３の項（１）に掲げる貨物のうち水銀化合物であって塩化第一水銀（塩化第一水

銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の９５パーセント以上である混合物に含

まれるものに限る。）、酸化第二水銀（酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有

量が全重量の９５パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。）、硫酸第二水銀（硫酸第二水銀以

外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の９５パーセント以上である混合物に含まれ

るものに限る。）、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物（硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物

と混合している場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の９５パーセント以

上である混合物に含まれるものに限る。）並びに硫化水銀（辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物

と混合している場合（辰砂に含まれる場合を除く。）は、硫化水銀の含有量が全重量の９５パーセント以上

である混合物に含まれるものに限る。）並びに同項（２）に掲げる貨物のうち、水銀（水銀以外の物と混合

している場合（水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。）は水銀の含有量が全重量の９５パーセン

ト以上である混合物に含まれるものに限る。）については、「特定の水銀、水銀化合物及び特定水銀使用製

品等の輸出承認について（平成２９年７月２４日付け２０１７０７０３貿局第１号・輸出注意事項２９第１

３号）」に基づき、輸出承認の申請を行ってください。 

 

 



４ 輸出の承認 

輸出の承認は、当該申請が上記３に従って行われたものであることを確認の上、国際貿易の対象となる特定

の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約（以下

「ロッテルダム条約」という。）及び残留有機性汚染物質に関するストックホルム条約（以下「ストックホル

ム条約」という。）の規定に基づき、次の（１）、（２）又は（３）の貨物の区分に応じ、それぞれに定める

要件に該当する場合に限り、行うものとする。 

ただし、液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器、油入変圧器、紙コンデンサー、油入コンデンサー、

有機被膜コンデンサー、エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジのうち、０．００５パー

セントを超えるポリ塩化ビフェニルを含有し、かつ容量が０．０５リットルを超える貨物については、承認は

行わない。 

（１）ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質の輸出であって、次のいずれかに該当する場合 

① 当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当しない場合 

② 当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当する場合であって、仕向地

が同条約締約国であり、同条約第１０条に基づき、当該化学物質の輸入に同意している場合 

③ 当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当する場合であって、仕向地

が同条約締約国であり、同条約第１０条に基づき、当該化学物質の輸入に条件付きで同意をし、かつ、

当該輸出が当該条件に該当する場合 

④ 当該貨物が試験研究用として用いられるものであると認められる場合 

⑤ 仕向地がロッテルダム条約締約国でない国又は地域の場合 

（２）輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項の（２）から（６）までに掲げる化学物質（ロッテルダム条約

附属書Ⅲに掲げる化学物質であって、同附属書下欄に掲げる分類に該当するものを除く。）の輸出であっ

て、次のいずれかに該当する場合 

① 仕向地がロッテルダム条約締約国であり、我が国が当該暦年において、当該締約国の国内当局に対し

て当該化学物質の輸出に係る通報を行っている場合 

② 当該貨物が試験研究用として用いられるものであると認められる場合 

③ 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）第３条第１項の規定による登録を受けている農薬及び同項た

だし書に該当する農薬 

④ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（２）に掲げる貨物については、農薬取締法第２第１項に規

定する農薬の用途に用いられるものでないと認められる場合（毒物及び劇物取締法第２条第３項に規定

する特定毒物は除く。） 

⑤ 仕向地がロッテルダム条約締約国でない国又は地域の場合 

⑥ 当該貨物が成形製品（混合物又は製剤ではないものをいう。以下同じ。）である場合 

（３）ストックホルム条約附属書Ａに掲げる化学物質であってその製造若しくは使用について個別の適用除外

が効力を有しているもの又は同条約附属書Ｂに掲げる化学物質であって、その製造若しくは使用について

個別の適用除外若しくは認めることのできる目的が効力を有しているものの輸出であって、次のいずれか

に該当する場合又は当該貨物がストックホルム条約附属書Ａ又は附属書Ｂに掲げる化学物質であって実

験室規模の研究のため又は試薬として使用される量である場合 

① ストックホルム条約第６条１（ｄ）に定める環境上適正な処分の場合 

② ストックホルム条約附属書Ａ又は附属書Ｂの規定に基づき、仕向地が当該化学物質の使用が許容され

る同条約締約国の場合 

③ 仕向地がストックホルム条約締約国でない国又は地域の場合であって、化学物質の意図される使用を

特定し、及び当該化学物質に関して次のすべてのことを約束することを記載した年間の証明書が当該国

から我が国に提出されている場合又は当該地域において次のすべてのことを約束することが書面にて確

認されている場合 

イ 放出を最小限にし又は防止するために必要な措置をとることにより、人の健康及び環境を保護する

こと 

ロ ストックホルム条約第６条１の規定に従うこと 

ハ 適当な場合には、ストックホルム条約附属書Ｂ第２部２の規定に従うこと 

 

５ 承認の条件 



輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項の（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化

学物質であって同附属書下欄に掲げる分類に該当するものに限る。）及び同項（２）から（６）までに掲げる

貨物であって、仕向地がロッテルダム条約締約国であり、我が国が当該暦年において、当該締約国の国内当局

に対して当該化学物質の輸出に係る通報を行っている場合について輸出を承認する場合には、次の条件を付す

ものとする。 

「① 輸出者が国際連合による「化学品の分類および表示に関する世界調和システム（ＧＨＳ： Ｇｌｏｂａ

ｌｌｙ Ｈａｒｍｏｎｉｚｅｄ Ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｈ

ｅｍｉｋａｌｓ）」を参考に輸出貨物の容器、包装等に添付すべき表示を作成し、これを貨物に添付する

こと。 

② 輸出者が輸入者に対してＩＳＯ１１０１４に基づいて作成された化学品の安全データシート（ＳＤＳ）

を交付すること。 

③ 輸入締約国が課する要件の適用を妨げることなく、関連する国際的な基準を考慮しつつ、人の健康及び

環境に対する危険性又は有害性に関する情報を十分に提供することを確保するようなラベル等による表

示をすること。」 

 

６ ロッテルダム条約及びストックホルム条約の締約国 

ロッテルダム条約及びストックホルム条約の締約国については、「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係

る条約等の締約国等について（令和３年１月２７日付け輸出注意事項２０２１第６号・輸入注意事項２０２１

第４号）」をご確認ください。 



別紙第１ 

 

１ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質

（「輸出貿易管理令の運用について」［付表１］の３５の３の項の「附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質」の解釈

の欄に規定する当該化学物質を含有する混合物又は製剤を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 
分類 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

( 1 ) ２，４，５－Ｔ、２，４，５

－Ｔ塩及び２，４，５－Ｔの

エステル化合物 

93-76-5（２，４，５－Ｔ） 駆除剤  

( 2 ) アラクロール 15972-60-8 駆除剤  

( 3 ) アルジカルブ 116-06-3 駆除剤  

( 4 ) アルドリン 309-00-2 駆除剤 ○ 

( 5 ) アジンホスメチル 86-50-0 駆除剤  

( 6 ) ビナパクリル 485-31-4 駆除剤  

( 7 ) カプタホール 

( 8 ) カルボフラン（別名Ｎ－メチ

ルカルバミン酸２，３－ジヒド

ロ－２，２－ジメチル－７－ベ

ンゾ［ｂ］フラニル） 

2425-06-1 

1563-66-2 

駆除剤 

駆除剤 

 

( 9 ) クロルデン 57-74-9 駆除剤 ○ 

(10) クロルジメホルム 6164-98-3 駆除剤  

(11) クロロベンジレート 510-15-6 駆除剤  

(12) ＤＤＴ 50-29-3 駆除剤 ○ 

(13) ディルドリン 60-57-1 駆除剤 ○ 

(14) ジニトロ－オルト－クレゾー

ル（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オ

ルト－クレゾール（ＤＮＯＣ）塩

（アンモニウム塩、カリウム塩、

ナトリウム塩等） 

534-52-1（ジニトロ－オルト－クレゾール（ＤＮ

ＯＣ）） 

2980-64-5（ジニトロ－オルト－クレゾール（Ｄ

ＮＯＣ）のアンモニウム塩） 

5787-96-2（ジニトロ－オルト－クレゾール（Ｄ

ＮＯＣ）のカリウム塩） 

2312-76-7（ジニトロ－オルト－クレゾール（Ｄ

ＮＯＣ）のナトリウム塩） 

駆除剤  

(15) ジノセブ、ジノセブ塩及びジノ

セブのエステル化合物 

88-85-7（ジノセブ） 駆除剤  

(16) １，２－ジブロモエタン（ＥＤ

Ｂ） 

106-93-4 駆除剤  

(17) エンドスルファン 115-29-7 駆除剤 ○ 

(18) １，２－ジクロロエタン 107-06-2 駆除剤  

(19) エチレンオキシド 75-21-8 駆除剤  

(20) フルオロアセトアミド 640-19-7 駆除剤  

(21) ＨＣＨ（異性体混合物） 608-73-1 駆除剤  

(22) ヘプタクロル 76-44-8 駆除剤 ○ 

(23) ヘキサクロロベンゼン 118-74-1 駆除剤 ○ 

(24) リンデン 58-89-9 駆除剤 〇 

(25) 水銀化合物（無機水銀化合物、

アルキル水銀化合物、アルキルオ

キシアルキル及びアリル水銀化

物を含む。） 

 駆除剤  

(26) メタミドホス 10265-92-6 駆除剤  

(27) モノクロトホス 6923-22-4 駆除剤  

(28) パラチオン 56-38-2 駆除剤  

(29) ペンタクロロフェノール、ペン 87-86-5 駆除剤 ○ 



タクロロフェノール塩及びペン

タクロロフェノールのエステル

化合物 

131-52-2 

27735-64-4 

3772-94-9 

(30) ホレート 298-02-2 駆除剤  

(31) テルブホス 13071-79-9 駆除剤  

(32) トキサフェン 8001-35-2 駆除剤 ○ 

(33) トリクロルホン（別名ジメチル

＝２，２，２－トリクロロ－１－

ヒドロキシエチルホスホナート

又はＤＥＰ） 

52-68-6 

 

 

駆除剤 

 

 

 

 

(34) ベノミル、カルボフラン及びチ

ウラムの全てを含有する粉剤 

17804-35-2（ベノミル） 

1563-66-2（カルボフラン） 

137-26-8（チウラム） 

著しく

有害な

駆除用

製剤 

 

(35) ホスファミドン 13171-21-6（（Ｅ）異性体及び（Ｚ）異性体の混

合物） 

23783-98-4（（Ｚ）異性体） 

297-99-4（（Ｅ）異性体） 

著しく

有害な

駆除用

製剤 

 

(36) メチルパラチオン 298-00-0 著しく

有害な

駆除用

製剤 

 

(37) 石綿（アクチノライト、アンソ

フィライト、アモサイト、クロシ

ドライト、トレモライト） 

77536-66-4（アクチノライト） 

77536-67-5（アンソフィライト） 

12172-73-5（アモサイト） 

12001-28-4（クロシドライト） 

77536-68-6（トレモライト） 

工業用

化学物

質 

 

(38) 商業用オクタブロモジフェニ

ルエーテル（ヘキサブロモジフェ

ニルエーテル、ヘプタブロモジフ

ェニルエーテルを含む。） 

36483-60-0（ヘキサブロモジフェニルエーテル） 

68928-80-3（ヘプタブロモジフェニルエーテル） 

工業用

化学物

質 

 

○ 

(39) 商業用ペンタブロモジフェニ

ルエーテル（テトラブロモジフェ

ニルエーテル、ペンタブロモジフ

ェニルエーテルを含む。） 

40088-47-9（テトラブロモジフェニルエーテル） 

32534-81-9（ペンタブロモジフェニルエーテル） 

工業用

化学物

質 

 

○ 

(40) デカブロモジフェニルエーテ

ル 

1163-19-5 工業用

化学物

質 

〇 

(41) ヘキサブロモシクロドデカン 25637-99-4 

3194-55-6 

134237-50-6 

134237-51-7 

134237-52-8 

 

工業用

化学物

質 

○ 

(42) ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸塩、ペルフルオロオクタン

スルホンアミド及びペルフルオ

ロオクタンスルホニル化合物（ペ

ルフルオロオクタンスルホン酸、

ペルフルオロオクタンスルホン

酸カリウム、ペルフルオロオクタ

ンスルホン酸リチウム、ペルフル

1763-23-1（ペルフルオロオクタンスルホン酸） 

2795-39-3（ペルフルオロオクタンスルホン酸カ

リウム） 

29457-72-5（ペルフルオロオクタンスルホン酸リ

チウム） 

29081-56-9（ペルフルオロオクタンスルホン酸ア

ンモニウム） 

70225-14-8（ペルフルオロオクタンスルホン酸ジ

エタノールアンモニウム） 

工業用

化学物

質 

○ 



オロオクタンスルホン酸アンモ

ニウム、ペルフルオロオクタンス

ルホン酸ジエタノールアンモニ

ウム、ペルフルオロオクタンスル

ホン酸テトラエチルアンモニウ

ム、ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸ジデシルジメチルアンモニ

ウム、Ｎ－エチルペルフルオロオ

クタンスルホンアミド、Ｎ－メチ

ルペルフルオロオクタンスルホ

ンアミド、Ｎ－エチルＮ－（２－

ヒドロキシエチル)ペルフルオロ

オクタンスルホンアミド、Ｎ－

（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－

メチルペルフルオロオクタンス

ルホンアミド、ペルフルオロオク

タンスルホニルフルオリドを含

む。） 

56773-42-3（ペルフルオロオクタンスルホン酸テ

トラエチルアンモニウム） 

251099-16-8（ペルフルオロオクタンスルホン酸

ジデシルジメチルアンモニウム） 

4151-50-2（Ｎ－エチルペルフルオロオクタンス

ルホンアミド） 

31506-32-8（Ｎ－メチルペルフルオロオクタンス

ルホンアミド） 

1691-99-2（Ｎ－エチルＮ－（２－ヒドロキシエ

チル）ペルフルオロオクタンスルホンアミド） 

24448-09-7（Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ

－メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド） 

307-35-7（ペルフルオロオクタンスルホニルフル

オリド） 

(43)  ペルフルオロオクタン酸、ペ

ルフルオロオクタン酸塩及びペ

ルフルオロオクタン酸関連物質

（※） 

 

 

 

 

（※）「ペルフルオロオクタン酸関連

物質」の解釈は次のとおり行う。 

（１）炭素原子（Ｃ）に結合する直鎖

状又は分岐状のペルフルオロヘ

プチル基（Ｃ７Ｆ１５）を構造要

素の1つとして有する関連物質

（その塩及びポリマーを含む。） 

（２）直鎖状又は分岐状のペルフルオ

ロオクチル基（Ｃ８Ｆ１７）を構

造要素の1つとして有する関連物

質（その塩及びポリマーを含む。） 

（３）以下の化合物は含まれない。 

・Ｃ８Ｆ１７―Ｘ,（Ｘ＝ Ｆ, Ｃｌ, 

Ｂｒ）  

・Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝Ｏ）ＯＨ、Ｃ８

Ｆ１７－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ-Ｘ′又は、

Ｃ８Ｆ１７－ＣＦ２―Ｘ′ 

（Ｘ′＝ 任意の基（塩を含む。）） 

・ペルフルオロオクタンスルホン酸及

びその誘導体（Ｃ８Ｆ１７ＳＯ２

Ｘ（Ｘ＝ ＯＨ、金属塩（Ｏ-Ｍ+）、

ハロゲン化物、アミド、及びポリ

マーを含むその他の誘導体）） 

335-67-1（ペルフルオロオクタン酸） 

3825-26-1（ペルフルオロオクタン酸のアンモニ

ウム塩） 

335-95-5（ペルフルオロオクタン酸のナトリウム

塩） 

2395-00-8（ペルフルオロオクタン酸のカリウム

塩） 

工業用

化学物

質 

〇 

(44) ポリ臭化ビフェニル（ＰＢＢ） 36355-01-8（六臭化ビフェニル） 

27858-07-7（八臭化ビフェニル） 

13654-09-6（十臭化ビフェニル） 

工業用

化学物

質 

○ 

(45) ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 1336-36-3 工業用 ○ 



化学物

質 

(46) ポリ塩化テルフェニル（ＰＣ

Ｔ) 

61788-33-8 工業用

化学物

質 

 

(47) 短鎖塩素化パラフィン（炭素数

が１０から１３までのものであ

って、塩素の含有量が全重量の４

８パーセントを超えるものに限

る。） 

85535-84-8 工業用

化学物

質 

○（注） 

(48) 四エチル鉛 

 

78-00-2 工業用

化学物

質 

 

(49) 四メチル鉛 75-74-1 工業用

化学物

質 

 

  

 

   

(50) トリス（２，３－ジブロモプロ

ピル）＝ホスファート 

126-72-7 工業用

化学物

質 

 

(51) トリブチルスズ化合物（ビス

（トリブチルスズ）＝オキシド、

トリブチルスズ＝フルオリド、ト

リブチルスズ＝メタクリラート、

トリブチルスズ＝ベンゾアート、

トリブチルスズ＝クロリド、トリ

ブチルスズ＝リノレアート、トリ

ブチルスズ＝ナフテナートを含

む全て） 

 

56-35-9（ビス（トリブチルスズ）＝オキシド） 

1983-10-4（トリブチルスズ＝フルオリド） 

2155-70-6（トリブチルスズ＝メタクリラート） 

4342-36-3（トリブチルスズ＝ベンゾアート） 

1461-22-9（トリブチルスズ＝クロリド） 

24124-25-2（トリブチルスズ＝リノレアート） 

85409-17-2（トリブチルスズ＝ナフテナート） 

駆除剤

／工業

用化学

物質 

 

（注）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１７号）第２条第２項に規定する

第一種特定化学物質のうち、ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのものであって、塩素の

含有量が全重量の４８パーセントを超えるものに限る。）に該当するものに限る。 

 

２ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（２）に掲げる貨物（農薬取締法第２条第１項に規定する農薬の成

分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

( 1 ) テトラエチルピロホスフェート（別名ＴＥＰＰ） 

( 2 ) 水銀 

( 3 ) 砒酸鉛 

( 4 ) 水酸化トリシクロヘキシルスズ（別名シヘキサチン） 

( 5 ) ２，４，６－トリクロロフェニル－４′－ニトロフェニルエーテル（別

名ＣＮＰ又はクロロニトロフェン） 

( 6 ) ペンタクロロニトロベンゼン（別名ＰＣＮＢ又はキントゼン） 

  

 

３ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（３）に掲げる貨物（毒物及び劇物取締法第２条第３項に規定する

特定毒物） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 



( 1 ) 毒物及び劇物取締法第２条第３項に規定する特定毒物 

① オクタメチルピロホスホルアミド 

② ４アルキル鉛 

③ ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト 

④ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト 

⑤ ジメチル－（ジエチルアミド－１－クロルクロトニル）－ホスフェイト 

⑥ ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト 

⑦ テトラエチルピロホスフェイト 

⑧ モノフルオール酢酸 

⑨ モノフルオール酢酸アミド 

⑩ 以上に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であっ

て毒物及び劇物指定令第３条で定める物 

( 2 ) 毒物及び劇物指定令第３条に規定する特定毒物 

① オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤 

② ４アルキル鉛を含有する製剤 

③ ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤 

④ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤 

⑤ ジメチル－（ジエチルアミド－１－クロルクロトニル）－ホスフェイトを

含有する製剤 

⑥ ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤 

⑦ テトラエチルピロホスフェイトを含有する製剤 

⑧ モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 

⑨ モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 

⑩ 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 

  

 

４ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（５）に掲げる貨物（労働安全衛生法施行令第１６条第１項第２号

から第７号まで及び第９号に掲げる貨物）であって、経済産業大臣が告示で定めるもの） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

( 1 ) ベンジジン及びその塩 

( 2 ) ４－アミノジフェニル及びその塩 

( 3 ) 石綿（クリソタイル） 

（※その他の石綿は別紙第１の１を参照のこと。） 

( 4 ) ４－ニトロジフェニル及びその塩 

( 5 ) ビス（クロロメチル）エーテル 

( 6 ) ベータ-ナフチルアミン及びその塩 

( 7 ) 労働安全衛生法施行令第１６条第１項第２号、第３号若しくは第５号か

ら第７号までに掲げる物をその重量の１パーセントを超えて含有し、又は

第４号に掲げる物をその重量の０．１パーセントを超えて含有する製剤及

びそれらの物の混合物 

  

 

５ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（６）に掲げる貨物（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質（「輸出貿易管理令の運用について」［付表１］の３５の３の

項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の

欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

( 1 ) ポリ塩化ビフェニル 1336-36-3 ○ 

( 2 ) ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに 28699-88-9 ○ 



限る。） 1321-65-9 

1335-88-2 

1321-64-8 

1335-87-1 

32241-08-0 

2234-13-1 

( 3 ) へキサクロロベンゼン 118-74-1 ○ 

( 4 ) １，２，３，４，１０，１０－へキサクロロ－

１，４，４ａ，５，８，８ａ－ヘキサヒドロ－エ

キソ－１，４－エンド－５，８－ジメタノナフタ

レン（別名アルドリン） 

309-00-2 ○ 

( 5 ) １，２，３，４，１０，１０－へキサクロロ－

６，７－エポキシ－１，４，４ａ，５，６，７，

８，８ａ－オクタヒドロ－エキソ－１，４－エン

ド－５，８－ジメタノナフタレン（別名ディルド

リン） 

60-57-1 ○ 

( 6 ) １，２，３，４，１０，１０－へキサクロロ－

６，７－エポキシ－１，４，４ａ，５，６，７，

８，８ａ－オクタヒドロ－エンド－１，４－エン

ド－５，８－ジメタノナフタレン（別名エンドリ

ン） 

 ○ 

( 7 ) １，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－

クロロフェニル）エタン（別名ＤＤＴ） 

50-29-3 

 

○ 

 

( 8 ) １，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロ

ロ－２，３，３ａ，４，７，７ａ－へキサヒドロ

－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，

６，７，８，８－へプタクロロ－３ａ,４，７，７

ａ－テトラヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－イン

デン及びこれらの類縁化合物の混合物（別名クロ

ルデン又はへプタクロル） 

57-74-9 

76-44-8 

○ 

( 9 ) ビス（トリブチルスズ）＝オキシド   

(10) Ｎ，Ｎ′－ジトリル－パラ－フェニレンジアミ

ン、Ｎ－トリル－Ｎ′－キシリル－パラ－フェニ

レンジアミン又はＮ，Ｎ′－ジキシリル－パラ－

フェニレンジアミン 

  

(11) ２，４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフェノ

ール 

  

(12) ポリクロロ－２，２－ジメチル－３－メチリデ

ンビシクロ［２．２．１］ヘプタン（別名トキサ

フェン） 

8001-35-2 ○ 

(13) ドデカクロロペンタシクロ［５．３．０．０２，６．

０３，９．０４，８］デカン（別名マイレックス） 

 ○ 

(14) ２，２，２－トリクロロ－１－（２－クロロフ

ェニル）－１－（４－クロロフェニル）エタノー

ル又は２，２，２－トリクロロ－１，１－ビス（４

－クロロフェニル）エタノール（別名ケルセン又

はジコホル） 

115-32-2 

10606-46-9 

○ 

(15) ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン 87-68-3 ○ 

(16) ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール

－２－イル）－４，６－ジ－ターシャリ－ブチル

3846-71-7  



フェノール 

(17) ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別

名ＰＦＯＳ）又はその塩 

1763-23-1（ＰＦＯＳ） 

2795-39-3（ＰＦＯＳのカリウム塩） 

29457-72-5（ＰＦＯＳのリチウム塩） 

29081-56-9（ＰＦＯＳのアンモニウム

塩） 

70225-14-8（ＰＦＯＳのジエタノール

アミン塩） 

56773-42-3（ＰＦＯＳのテトラエチル

アンモニウム塩） 

251099-16-8（ＰＦＯＳのジデシルジ

メチルアンモニウム塩） 

○ 

(18) ペルフルオロ（オクタン－１－スルホニル）＝

フルオリド（別名ＰＦＯＳＦ） 

307-35-7 ○ 

(19) ペンタクロロベンゼン 608-93-5 ○ 

(20) ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ

－６－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名アルフ

ァ-ヘキサクロロシクロヘキサン） 

319-84-6 ○ 

(21) ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ

－６－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名ベータ-

ヘキサクロロシクロヘキサン） 

319-85-7 ○ 

(22) ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｃ－５，ｔ

－６－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名ガンマ-

ヘキサクロロシクロヘキサン） 

58-89-9 ○ 

(23) デカクロロペンタシクロ［５．３．０．０２，６.

０３，９.０４，８］デカン－５－オン（別名クロルデ

コン） 

143-50-0 ○ 

(24) ヘキサブロモビフェニル 36355-01-8 ○ 

(25) テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テ

トラブロモジフェニルエーテル） 

40088-47-9（２，２′，４，４′－テ

トラブロモジフェニルエーテル） 

○ 

(26) ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペ

ンタブロモジフェニルエーテル） 

32534-81-9（２，２′，４，４′，５

－ペンタブロモジフェニルエーテル） 

○ 

(27) ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘ

キサブロモジフェニルエーテル） 

68631-49-2（２，２′，４，４′，５，

５′－ヘキサブロモジフェニルエー

テル） 

207122-15-4（２，２′，４，４′，

５，６′－ヘキサブロモジフェニルエ

ーテル） 

○ 

(28) ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘ

プタブロモジフェニルエーテル） 

446255-22-7（２，２′，３，３′，

４，５′，６－ヘプタブロモジフェニ

ルエーテル） 

207122-16-5（２，２′，３，４，４′，

５′，６－ヘプタブロモジフェニルエ

ーテル） 

○ 

(29) ６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－

１，５，５ａ，６，９，９ａ－ヘキサヒドロ－６，

９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチエピ

ン＝３－オキシド（別名エンドスルファン又はベ

ンゾエピン） 

115-29-7 

959-98-8 

33213-65-9 

○ 

(30) ヘキサブロモシクロドデカン 25637-99-4 ○ 



3194-55-6 

4736-49-6 

65701-47-5 

134237-50-6 

134237-51-7 

134237-52-8 

138257-17-7 

138257-18-8 

138257-19-9 

169102-57-2 

678970-15-5 

678970-16-6 

678970-17-7 

(31) ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエ

ステル 

87-86-5 

131-52-2 

27735-64-4 

3772-94-9 

○ 

(32) ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１

３までのものであって、塩素の含有量が全重量の

４８パーセントを超えるものに限る。） 

85535-84-8 

68920-70-7 

71011-12-6 

85536-22-7 

85681-73-8 

108171-26-2 

○ 

(33) １，１′－オキシビス（２，３，４，５，６－

ペンタブロモベンゼン）（別名デカブロモジフェ

ニルエーテル） 

1163-19-5 ○ 

(34) ペルフルオロオクタン酸（別名ＰＦＯＡ）若し

くはペルフルオロアルカン酸（構造が分枝であっ

て、炭素数が８のものに限る。）又はこれらの塩 

335-67-1（ＰＦＯＡ） 

3825-26-1（ＰＦＯＡのアンモニウム

塩） 

335-95-5（ＰＦＯＡのナトリウム塩） 

2395-00-8（ＰＦＯＡのカリウム塩） 

90480-55-0 

90480-56-1 

15166-06-0 

1882109-81-0 

1882109-80-9 

13058-06-5 

1195164-59-0 

○ 

(35) ペルフルオロオクタン酸関連物質であって、次

に掲げるもの 

  ①１，１，１，２，２，３，３，４，４，５，５，

６，６，７，７，８，８－ヘプタデカフルオロ

－８－ヨードオクタン（別名ペルフルオロオク

チル＝ヨージド） 

②３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，

８，９，９，１０，１０，１０－ヘプタデカフ

ルオロデカン－１－オール（別名８：２フルオ

ロテロマーアルコール） 

③化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

施行令第１条第１項第３５号ハの規定に基づき

 

 

507-63-1（ペルフルオロオクチル＝ヨ

ージド） 

 

 

678-39-7（８：２フルオロテロマーア

ルコール） 

〇 



化学物質を定める省令（令和６年厚生労働省、

経済産業省、環境省令第４号）に規定するもの 

(36) ペルフルオロ（ヘキサン－１－スルホン酸）（別

名ＰＦＨｘＳ）若しくはペルフルオロ（アルカン

スルホン酸）（構造が分枝であって、炭素数が６

のものに限る。）又はこれらの塩 

355-46-4 

3871-99-6 

55120-77-9 

68259-08-5 

70225-16-0 

82382-12-5 

68391-09-3 

93572-72-6 

○ 

(37) ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール

－２－イル）－４，６－ジ－ターシャリ－ペンチ

ルフェノール（別名ＵＶ－３２８） 

25973-55-1 

 

○ 

(38) １，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（メト

キシフェニル）エタン（別名メトキシクロル） 

72-43-5 

30667-99-3 

76733-77-2 

255065-25-9 

255065-26-0 

59424-81-6 

1348358-72-4 

○ 

(39) １，２，３，４，７，８，９，１０，１３，１

３，１４，１４－ドデカクロロ－１，４，４ａ，

５，６，６ａ，７，１０，１０ａ，１１，１２，

１２ａ－ドデカヒドロ－１，４：７，１０－ジメ

タノジベンゾ［ａ，ｅ］［８］アンヌレン（別名

デクロランプラス） 

13560-89-9 

135821-74-8 

135821-03-3 

○ 



別紙第２ 

 

適用除外品目は、以下のとおりとする。 

 

１ 輸出しようとする貨物の中に別紙第１に掲げる化学物質が非意図的に含有されている場合で、指定化学物

質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令（平成１２年通商産業省令第４０１号）第

３条第１号イ（２）の規定を踏まえ、貨物の質量に対する対象化学物質の質量の割合が１パーセント（対象

化学物質が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令（平成１２年

政令第１３８号）第４条第１号イに規定する特定第一種指定化学物質である場合には０．１パーセント）未

満である場合。 

ただし、上記に該当する場合であっても、以下の場合は輸出承認を要する。  

 

（１）輸出しようとする貨物に別紙第１の５に掲げる化学物質（化学物質の審査及び製造等の規制に関する

法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質）の含有が測定された場合又は確認された場合。（た

だし、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について（平成３０年９月３日付け薬生発

０９０３ 第１号・２０１８０８２９製局第２号・環保企発第１８０８３１９号）３－４に該当する場

合は除く。） 

 

（２）輸出しようとする貨物にトリブチルスズ化合物が０．０５パーセントを超えて含有されていることが

測定された場合又は確認された場合。 

 

（３）輸出しようとする貨物に別紙第１に掲げる化学物質が０．１パーセント以上含有されていることが測

定された場合又は確認された場合。（（１）及び（２）に掲げる場合を除く。） 

 

（４）液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器、油入変圧器、紙コンデンサー、油入コンデンサー、有

機被膜コンデンサー、エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジのうち、０．００５

パーセントを超えるポリ塩化ビフェニルを含有し、かつ、容量が０．０５リットルを超える貨物を輸出

する場合。 

 

２ 別紙第１に掲げる化学物質のうち、標準物質（日本産業規格（ＪＩＳ）Ｑ００３０に定められるもの）と

して用いられるもの（標準物質作製のための原料として用いられるものを除く。） 

ただし、上記に該当するものであっても、当該標準物質又はこれに含有される化学物質について、認証機

関が発行した証明書、これらの物質の製造業者が作成した技術資料（製品のパンフレットを含む。）又は日

本産業規格（ＪＩＳ）Ｚ７２５３に基づく安全データシート（ＳＤＳ：Safety Data Sheet）等において、

標準物質であることが確認できない場合は輸出承認を要する。 

 

 



別紙様式 

年  月  日 

 

経済産業大臣 殿 

 

申 請 者 

           氏 名 又 は 名 称 

           及び代表者の氏名 

           住 所 

           電 話 

           担 当 者 名 

 

 

化学物質輸出承認申請理由書 
 

 

当該貨物は、以下のとおりであり、輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（  

）に該当するので申請します。  

 

１．輸出貨物の概要 

（１） 貨物名、数量、総額等 

貨物名 型及び等級 

（規格） 

数量 単価 総額 

     

（２）  当該貨物の外観及び荷姿 

                                       

（３） 当該貨物（含有物については規制物質）のＩＵＰＡＣ名 

                                       

（４） 当該貨物の通称名 

                                       

（５） 当該貨物（含有物については規制物質）のＣＡＳ Ｎｏ． 

                                     

（６） 当該貨物（含有物については規制物質）の国連番号 

                                       

（７） 当該貨物の輸出統計品目番号（ＨＳコード） 

                                       

（８） 船積予定時期 

                                       

（９） 別表第２に該当する具体的理由                                   

                                                                 

                                                                 

 

２．製造業者又は輸入業者                                               



 製造業者（輸入業者）名                                                 

  住  所                                                               

 代表者名                      担当者名              (所属)             

 電  話                      内  線              ＦＡＸ             

 

３．貨物の仕向地、輸送ルート 

 積出港                  経由地         最終仕向地              

 

４．買主 

  会 社 名                                                               

  住  所                                                               

  電話番号            ＦＡＸ                        

 

５．荷受人 

  会 社 名                                                               

  住  所                                                               

  電話番号            ＦＡＸ                        

 

６．最終需要者 

  会 社 名                                                               

  住    所                                                               

  電話番号            ＦＡＸ                        

最終用途                                                               

                                                                 

 

７．当該貨物の輸出実績（※過去に同一の貨物を同一の買主及び最終需要者に輸

出実績のある場合に記載のこと） 

 買主名： 

最終需要者： 

承認年月日 仕向地 数量 輸出承認番号 備考 

     

 

８．その他（当該貨物の輸出に関する今後の見通し等） 

                                                                 

                                                                 

                                                                 


